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社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター 

 

 

平 成 ２２ 年 度 

(第 31 期事業年度) 

事  業  計 画 

     



         

       平成２２年度（第３１期事業年度）事業計画 
 

 当法人は食品・バイオに係る知的財産権の保全及び利用の促進を図り、知的財産権の適

正な運営に資するとともに国民経済並びに会員事業の発展に寄与するため、本年度も委員

会活動を中心に以下の事業を展開いたします。 

会員企業ならびに知的財産権を取り巻く環境変化に対応するため、公益法人問題に対処

しつつ、基盤拡充を進めるため普及企画委員会を中心として広く会員の拡大を図るととも

に、会員、特許庁ならびに関連団体の意見を取り入れて、事業活動の拡大・充実に努めま

す。 

１．食品・バイオに係る知的財産権に関する調査及び研究 

 

 （１）特 許 委 員 会     委員長 越膳 浩（明治乳業）       新任        

       委員会、特別研究部会、グル－プ活動  

（２）意 匠 委 員 会     委員長 松岡 久夫（クラシエホールディングス）新任 

       委員会活動         

 （３）商 標 委 員 会     委員長 和泉 守計（ハウス食品）      新任 

委員会、特別研究部会活動 

（４）関 西 委 員 会     委員長 日下 要（江崎グリコ）         新任 

委員会、特許グループ活動、商標グループ活動 

 （５）模倣品対策委員会      委員長 野方 健一郎（ヤクルト本社）    重任 

       委員会活動 

   （注）各委員会の平成２２年度行事計画は ７ページに記載しました。 

 

２．食品・バイオに係る知的財産権に関する資料の収集及び提供 

（１）商標出願抄録速報の提供及び調査 

   イ、商標出願抄録速報（商品）の提供： 

    「特許庁商標出願公報（CD-ROM）」から編集した「商標出願抄録速報（紙）29 類

～33 類」は当センター主力収益事業でありますが、企業購読者が減っており、あ

らたな利用者の発掘を図ります。 

年  度 有 償 無 償 計 

２１年度提供数 １５２組 ０組 １５２組 

２２年度計画数 紙 １３０組 ０組 １３０組 

        PDF １８組 ０組 １８組 

        計 １４８組 ０組 １４８組 



 

   ロ、商標出願抄録速報（サービスマーク）の提供： 

  サービスマーク購読者は金融機関の再統合、有力企業の知財部門の外注化等で

激減しており、会員外購読者の増加も再考していきます。 

年  度 有 償 無 償 計 

２１年度提供数 １３組  ０組 １３組  

２２年度計画数 １２組  ０組 １２組  

   

   ハ、調査関係 

・ 商標指定商品の調査 

・ 商標指定役務の調査 

 

（２）「食品・バイオ技術情報」の提供 

  食品に係る特許出願公開公報の要約集「食品・バイオ技術情報」は、会員、非会員へ

の特許情報提供として価値ある事業なので、購読者増加のため更なる対策を続けます。 

年  度 会 員 非会員 計 

２１年度提供数 ３３組 ５組 ３８組 

２２年度計画数 ３４組 ５組 ３９組 

  

（３）特許公報抄録集の提供 

２１年度提供数 １１組 

２２年度計画数 １１組 

 

（４）「拒絶文字商標集」、「食品商標審決抄録集」の提供 

  知的財産権の普及・啓蒙の一環として、平成１９年発行の「拒絶文字商標集」冊子及

び CD-ROM の更なる拡販を図ります。 

また、過去の審決紹介を編集した「食品商標審決抄録集」については、１９年度発行

の第１巻に引き続き、２１年度に第２巻を発行いたしましたので、今年はその拡販を図

ります。 

 

（５）会報「食品特許」の提供 



  会報編集委員会 委員長 中村 宣夫（日本水産） 

  公益法人機関誌として、知的財産情報の提供、知的財産意識の醸成、広報活動とその

内容の充実に努めます。 

発行 回数  ６回／年間 

委員会回数  ６回／年間 

１回の発行部数  ２９６冊  提供内訳： 会員など ２４６冊 

  国会図書館 １冊 

  特許庁 ３４冊 

  弁理士、他法人 １５冊 

 なお、当センター創立３０周年記念行事として、創立３０年誌の発行を計画し、明年に

は皆さまに配布する予定で、掲載内容等検討を進めます。 

 

３．食品・バイオに係る知的財産権に関する講演会・研修会の開催 

 講演・研修準備委員会  委員長 加藤 正樹（日清食品ホールディングス） 

（１） 講演会 

年 度 区 別 第１回 第２～４回 計 

２２年度 会 員 ４５名 １３５名 １８０名 

参加計画数 非会員 ５名 １５名 ２０名 

計  ５０名 １５０名 ２００名 

第１回講演会は「発明の日（４月１８日）」協賛行事とし、平成２２年４月２２日（木）

に開催しました。 

 

（２） 研修会 

   知的財産権に係る基礎的研修会を企画します。 

 

４．食品・バイオに係る知的財産権に関する指導相談 

（１）知的財産権に関する一般的相談 

（２）その他 

 

５．食品・バイオに係る知的財産権に関する係争事件解決の仲裁及び調停 

 会員が絡む係争事件に関しては、当事者からの申し出があった場合、ケース・バイ・ケ

ースで対応いたします。なお、下記機関の利用も斡旋します。 

   ①「日本知的財産仲裁センター」（日本弁理士会と日本弁護士連合会とが共同で設立

した知的財産の紛争処理等を行なうＡＤＲ（裁判外の紛争解決手段）機関） 

   ②「知的財産支援センター」（日本弁理士会が運営する、知的財産権に係る、情報提

供・無料相談などの支援活動を行う機関） 



 

６．食品・バイオに係る知的財産権に関する行政に対する協力 

 普及企画委員会 委員長 重兼 彰夫（森永乳業） 

（１） 食品、バイオに関する事業内容を広くＰＲし、加入の促進を図ります。 

平成２２年度・新会員の加入促進目標 

    正 会 員     ３会員 

    賛助 会員     ３会員 

      計       ６会員 

 

（２）特許庁と連携しながら会員の知的財産意識の醸成、特許管理体制の強化を図り、特

許行政への協力を行います。 

・ 「特許審査の迅速化・効率化」への広報活動協力 

・ 「企業の知財管理の促進」などの広報活動協力 

・ 経済産業省 産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会に、前年度に

引き続き、委員を派遣する予定です。 

 

７．優秀発明者の推薦 

  優秀発明推薦委員会 委員長 古池 俊彦（江崎グリコ） 

［推薦対象の賞・褒章］ 

（１）知財功労賞受賞候補者の推薦 

   特許庁表彰の『知財功労賞』受賞候補者を推薦します。「産業財産権制度関係功労者

表彰」及び「産業財産権制度活用優良企業等表彰」を総称し、産業財産権制度の普及

促進と適正な実施に貢献のあったものを表彰する制度です。 

 

（２）文部科学大臣賞受賞候補者の推薦 

①科学技術功労者 

②研究功績者 

③科学技術振興功績者 

④科学技術普及啓発功績者 

    ①～④は、食品に係る科学技術及びその普及啓発について、優れた功績・       

成果を挙げられた方々を皆様から推薦頂き、本委員会で取りまとめの上、特許庁経

由で文部科学省へ推薦します。 

⑤注目発明者表彰（文部科学省選定） 

    国民的関心を喚起する必要のある発明を注目発明として、推薦します。 

 

（３）黄綬、紫綬、及び藍綬褒章受賞候補者の推薦 



科学技術に係る黄綬、紫綬、及び藍綬褒章表彰で、文部科学省の表彰要領に従い、推

薦します。 

 

（４）食創会「安藤百福賞」 大賞・優秀賞受賞候補者の推薦 

食品産業の向上及び発展に寄与した技術について、優れた功績を挙げられた方々を会

員企業・法人から推薦頂き、本委員会で取りまとめの上、食創会へ推薦します。            

 

８．公益法人改革に伴う当センターの公益法人化への取り組み 

平成１９年公益法人制度関連法案が成立、平成２０年１２月１日より施行されました。

平成２５年１１月までに、すべての社団法人は公益社団法人か一般社団法人に移行しな

ければなりません。当センターにおきましては、一般社団法人への移行に向けて、特許

庁総務部指導班と連絡を密にし、取り組んでまいります。具体的には公益財団法人 公

益法人協会の指導を受けながら進めてまいります。 

 

９．その他 

（１）創立３０周年記念行事 

３０周年記念行事準備委員会 委員長 重兼 彰夫（森永乳業） 

 本年は、昭和５５年１１月に社団法人として認可されてからちょうど３０周年にあたり、

これを記念して、創立３０周年記念行事を開催します。具体的には知財に関する専門家に

よるシンポジウム、過去１０年で当センター運営に多大なる貢献を頂いた方の表彰等を実

施致します。 

 

（２）産学連携による知的財産支援業務 

平成２１年度の新たな活動として、産学連携による知的財産の創造・取得・活用に向

けた支援活動を行ってまいりましたが、思ったほどの成果が得られず、今後の経済情勢

など勘案し取り組みを縮小することとします。 

 

（３）センター・ウェブサイトの充実 

当センター・ウェブサイトへアクセスする不特定多数の人に配慮して、透明性および

公益性を高めます。 

・「センター案内」 名称変更に伴い、委員会活動・資料の提供・講演会案内・お

知らせ相談・入会案内等の広報を強化 

    ・「会員のページ」会議日程のお知らせ・知的財産の斡旋等 

    ・「公益法人の情報の公開（指導監督基準）」により下記データを逐次更新して掲

載 

①定款 ②役員名簿 ③社員名簿 ④事業報告書 ⑤貸借対照表 



⑥正味財産増減計算書 ⑦財産目録 ⑧収支計算書 ⑨事業計画書 

⑩収支予算書 

   ・「リンクの充実」 知的財産権関連団体とのリンク充実の一環として、相互リン

クを設定、充実していきます。 

     ＊当センター Ｅ-mail     : info@jafbic.jp 

              ウェブサイト: http://www.jafbic.jp/ 

以上 


